
 

 行政処分情報の公表  

 

 （１）久喜営業所 

   ＜行政処分日＞  

令和７年９月９日  

   ＜処分の内容＞  

文書警告  

   ＜主な違反事項＞  

停留所において、乗客降車合図装置が作動しているにもかかわらず、降車

しようとした旅客を降車させることなく、当該停留所を通過したこと。（旅

客自動車運送事業運輸規則第２条第２項）  

   ＜改善内容＞  

① 停留所通過時は減速し、降車ランプと乗車のお客様の有無を指差呼称で

確認する。 

② 降車のお客様の有無をマイク案内で確認する。 

 

 

（２）久喜営業所 

   ＜行政処分日＞  

令和７年４月２２日  

   ＜処分の内容＞  

輸送施設の使用停止１０日車  

   ＜主な違反事項＞  

自動車事故報告書の届出を怠っていたこと（道路運送法第29条）  

   ＜改善内容＞  

令和６年１２月１３日に自動車事故報告書を届出いたしました。 


